
下記のとおり届け出をいたします。

令和 年 月 日

（注）

・給食実施日を連続して５日以上欠食する場合,給食費を返金します。

　ただし，届出を受けた日の翌日から起算して４日目以降が返金対象となります。

・後からさかのぼってのご連絡は，返金対象となりません。

学校処理欄

徴収金額

円×　　　　回　＝ 円

給食回数

円×　　　　回　　＝ 円

欠食回数

円×　　　　回　　＝ 円

円 徴収　・　返金

日担任受理日 令和 年 月

メモ欄

停止・開始

欠　食

清　算

理　由

期　間 月 　 日 から 月 日 まで

欠　食　届

氏　名 年 組 氏名

届　出　日

月 日
給食担当
受理日

令和 年


